
(令和７年度) ※計画策定以外の庁内委員会の役割を含む

策定までの動き 推進委員会 庁内委員会
7月 第1回委員会

・事業の進捗管理
・次期計画の策定方針
・意識調査の進め方

8月 人権政策確立キャラバン行動対応
・回答書の作成（８月上旬）
・来客対応（８月20日）

9月 第1回委員会
・事業の進捗管理
・次期計画の策定方針
・意識調査の内容ほか

10月 意識調査発送準備
意識調査おしらせばん告知

第2回委員会
・人権施策確立キャラバン
・人権教育・啓発推進委員会から
の意見・要望ほか

11月 意識調査の発送及び回収

12月

1月 意識調査結果集計開始

2月

3月 意識調査結果集計完了

(令和８年度)

策定までの動き 推進委員会 庁内委員会
4月 委員推薦依頼 委員任命

5月 委員委嘱（任期R8.6.1～） 第1回委員会
・第２期計画の評価
・意識調査ついての分析報告
・計画策定までのスケジュール
・計画の構成ほか

6月 第1回委員会
・第２期計画の評価
・意識調査ついての分析報告
・計画策定までのスケジュール
・計画の構成
・課題、対策等に関する意見交換

7月 課題、対策等に関する意見への回
答作成

8月 第2回委員会（WS)
・計画内容の審議

第2回委員会（WS)
・計画内容の審議

9月 市議会常任委員会に計画概要提出

10月 第3回委員会（WS)
・計画内容の審議

第3回委員会（WS)
・計画内容の審議

11月 素案の確認 素案の確認

12月 市議会常任委員会に素案提出
パブコメおしらせばん告知

1月 パブリックコメント実施

2月 第4回委員会
・パブコメ意見の審議
・最終調整

3月 市議会常任委員会
パブリックコメント公表
印刷製本・配布

計画策定スケジュール（案）

人権行政関連予算確保に係る自治
体交渉の対応
・回答書の作成（１月上旬）
・自治体交渉（２月中旬）
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